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文  

 

について 

      「根津家 」を手 かりとして  

 

東亜同文書院大学 ン ー  武   

 

本 は、 上武 が1996年に東亜同文書院大

学 ン ーに寄託された根津一（ 代・第

代東亜同文書院院長、東亜同文会幹事長）に関

する を中心とする「根津家 」に含まれる

3 37「 学的 業 所 立 」を取り上 、

その内 を明らかにする。また、1914年から22年

まで東亜同文書院に されていた、中国の

を しそれに いて 業を せる人

の育成を目 した を として、同 の

についても明らかにしていく(1)。 

この は、中国による 国内の の 学

的応 とその 力 が 途上であることを踏

ま 、 と 力増 のために や

などについて調 を行う 所を、中国の

各省城に するという である。 すれ 大

規 な事業となった があるが、 東亜同文

会 （ 会、1988 年） に関係 は さ

れていないため、 まで されてこなかった。

また、この には 成年月日や 成者名の

がないなど 明な もある。 

しかし、根津一が幹事長も めた東亜同文会は

東亜同文書院を経 したほか、東 地 で

教育活動を していた。例 1899 年に東京

同文書院の 立をはじめ、朝鮮半島では韓国保

国化までのわずか数年であったが、 日

学校や城津学 を経 し、また京城学 、韓南学

、 城学校などに 助 を支 していた。さら

に 1920 年代になると、中国人を対 とした東亜同

文書院中 学生部、 同文書院、 津同文書

院などの教育 関も 立した(2)。 

このような活動を く行い、東亜同文書院に

を した東亜同文会の内部で、どれほど

会 に認 され、 が されたのかは別とし

て、事業方針の つとして「 学的 業 所

立 」が ち立てられたと ることは 当であろ

う。 

また、 成者名がないため根津が らまとめた

のかどうかという 問が出てくる。 の東亜同文会

会 によるものであったということも 分あり る

が、根津は 1900 年から 14 年まで、1 年間を き

東亜同文会幹事長と東亜同文書院院長を 任し

ており、14 年に が東亜同文書院に 生し

た時の院長でもあった(3)。こうした に重要な

立 にあったことを すると、 定はできない

が、仮に根津 らがまとめたものではなかったと

しても「 学的 業 所 立 」の 成 で

らかの を与 た があり、ゆ に同

が彼の手元に されたのではないかとも推察され

る。 

さて、 は本 でも れるが、 の

と活 という において「 学的 業 所

立 」にも 通する部分があった(4)。そのため

「 学的 業 所 立 」を と し、ま

たは関 ける 業を通じて、 で た

から 察を進めていく。 
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例） では「支 」、「日支」などの

が出てくるが、原文のままとした。 

の文 は ナ文を

らがな文に めた。 

   には「 」と「 」の が

するが、 さを避けるため、

部分を いて本文では 本的に「 」

と表 した。 

   の は原則として当

に めた。 

 

最 に、「 学的 業 所 立 」の を

にみていくことにする。まず で 

支 は の にして地中地表の

なりと も を 学的に応 し の

力を せんと するも の の 力

せるが め んど を して み

るの にして に の りに ず

(5) 

と され、中国には地中や地表に が に

するが、 学的に応 し の力を する

にも ・ 力が しいために、ほとんど 要 と

みなし みない であると く。その上で、

を しその 力を増 しようとする方法として、

所 立 が される。 

の を して の 力を増 せん

と せ の一法として省城 に本 の

学的 業 所を 立し に日本より 練

の を派遣し 当り の省内の

に き を調 して (6) 

すなわち、中国の各省の 府である省城 とに

学的 業 所を し、日本から経 を多く

んだ を 所に派遣して、省内の

や について調 を行うことが べられ

ている。ここでは 所を 1 か所ではなく、省城

とに するという に がある。 

さらに けて、調 を踏ま て 業の

を立 するという とともに、 業のあり方やあ

るべき中国の が される。 

の 業の を立 し を支 官憲に 

し の 要に応じ人と 力とを日本より

し以て日支合 と さは文化的に支

の を し所 日支親 以て支

を 国たらしむべきなり(7) 

「 を支 官憲に し」とは、立 された 業

を中国の官憲に して、 または協力を

るという と思われるが、上 部分では、

をもとに日中合 の事業が されるなら 、

文化的に中国の を し、日中親 、日中

両国の という から中国を経 的に かな

国にするべきであるという内 が されており、

を る日中関係 が されていると できよ

う。なお、 中にある「文化的」の は、その

後の から、日中両国が協調するという

で いられているかと思われる。 

 そして最後に、 学校 立 を べて

は締めくくられる。 

して の事業より する所の の

分を本所に寄 せしめ き を集 して

日 の 学校 立の とさ 教育上に

も 大なる 果を与ふべきなり(8) 

業 に き される事業から生じる

の 分かを 所に寄 させ、これを めておき、

いつの日か 立する 学校の とすることが

われている。つまり、 学的 業 所を

に、 学校 立という で 来的に教育活動を

行うことも 野に入れていたことが分かる。また、

「教育上にも 大なる 果を与ふべきなり」とある

ことから、教育 での成果も期 していた が

うかが る。 

 

学的 業 所は 業 、 業 、

の 3 に分かれており、それ れの の 事

として、 業 は 法の に関す

る および 、 の治

使 法、予 法などに関する および

、 地 に関する調 および 、を

当する であった。同 に、 業 は 業に

関する調 および 、 およびその

法に関する調 および 、 は

業原 およびその 法の調 、
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来 業の に関する および 、

という となっていた(9)。多 にわたり調 や

などを していた が かび上がる。 

また、人 は日本人 ・ 手と中国人 手・

助手・使 とされていた。各 における人 配

は日本人 ・ 手の 合、それ れ 1 名ずつ

の合 6 名であったが、中国人の 合は 業

手 2 名、助手 10 名、使 8 名、 業 手 3

名、助手8名、使 8名、 手3名、助手5

名、使 10 名という 合であった。そして は

大学卒業後約 10 年を経て学 、 などの 分

な者、日本人 手は 学校卒業後約10年

を経た者で、 地に 分 した者とされていた

(10)。 

 一方、予 の方は経 費と臨時費が 定されて

いたが、経 費 8 8,500 のうち、 が 6

4,000 と大 な を めていた。その内 は 1

人 1 年につき日本人は 7,000 、 手 4,000

、中国人は 手1,500 、助手600 、使 200

であった(11)。同じ 手でも日本人と中国人で

に があることが分かる。しかし日本人の方が

いのは、 教育を め学 、 の で

優れている者を中国へ するための であ

ったと られる。以 、 行費 1 8,000 、

費2,000 、 費1,500 、 書費・

費・ 費予備費がそれ れ 1,000 となってい

る。 

また、臨時費は 7 とされ、 費と

書 本費で められていた。それ れの にお

けるこれらの費 は、 業 の 合、 費

1 5,000 、 書 本費3,000 であり、 業

は 費2 、 書 本費2,000 、

は 費3 5,000 、 書 本費5,000

であった。だが、これらの の合 は 8

となり、上 の7 と べて1 の がある。

文書 成時に らかの スが生じたものと思

われるが、ここでは原文に される数 をそのま

ま ておく。 

また、 の さは 業 が70 、 業 と

がそれ れ200 であり、 業 はほかに

地6 が 定されていた(12)。 

 

 ところで、「 学的 業 所 立 」の を

る に は となる。 

の り、最 の は辛亥革命

後の 1912 年に東亜同文会名でまとめられた 対

支 経 助成 に する。当時東亜同文会

幹事長 東亜同文書院院長だった根津一は、

をとりあ ず 野に入れずに、 ができたら

どれくらいの が 要かという 地から 14 の を

ていると べるが、この中に含まれる「 学生

養成 」が に 当する(13)。「 学

生養成 」では、「支 経 」を行うために東亜同

文書院に を新 して卒業後に中国の

業に 事し、また中国内地 行中に 集した

原 の 結果を公表して日本の事業家を

すると同時に、その 業者を養成して中国の

を することができる人 の育成が目的として

られていた(14)。 

 2 年後の 1914 年に外 省から 3 年分の 助

を して は されたが、その目的は

「 新 」によれ 、中国に する

や を活かして日本の経 的

に 立たせることで、中国における経 活動

を 本 の 国とは なる方法で行うこ

とが されていた。 は 的にはそうし

た活動に わることのできる人 、すなわち中国

の を し活 して、 業を すことがで

きる人 の育成を目 していた(15)。 

 したがって、 と「 学的 業 所 立

」とを らし合わせると、 を しそれを活

して事業を すという目 が 定されていた

は、根本的に 通している。 

しかし、「 学的 業 所 立 」において、

より 的に の調 と を行うことや、

所を各省の省城に 立する が表されていた

ことは、 と した 合に大きな として

出せる。また、日中合 という 業のあり方や、

それを通じて中国を経 的に かな国にすべき

であるという がなされている も、大きな

である。 

さて、 は第 1 次大 後に東亜同文会を

した 政 によって 1920 年に が 定さ
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れ、1922 年正 に された。この間、1919 年

から 業 へと められたほか、 の

や を にして「上 業 所」という

関を東亜同文書院内に する みもみられ、

同年 8 月に 野 東亜同文会会長から原 内

総 大 に が出されるという動きがあった。

しかし、「上 業 所」は予 が認 されず

しなかった(16)。 

以上のような東亜同文会や東亜同文書院を取り

く を ると、「 学的 業 所 立 」

は が 定され、 施された 1920 年代

の時期に、それに代わる新たな として

ち出されたものであったのではないかと推察され

る。 

  

 以上、 ながら「 学的 業 所 立 」

について、 立 や の内 を明らかにす

るとともに、東亜同文書院 を手 かりとして

同 の を明らかにしてきた。  

 「 学的 業 所 立 」は中国の の

と活 という が根 にあったが、それは中

国が の 途上であるという を踏ま

、 と 力増 のために調 を行

い、また 業の を立 するという内 で

化されていた。一方で、日中合 という事業のあり

方や、中国を経 的に かな国にすべきであると

いう は、この が日本の独 的な経 活動に

らず、中国と し協力し合うという 勢を し

ていると られる。これは を 介とした日中

関係のあり方の とも できよう。 

 後の 題としては、 期を中心とし

て、中国に所 される に対する東亜同文会

や根津一をはじめとする同会会 の認 、そして

それに立 した同会の対中関係の の な

どについて調 を進めていくとともに、それらと

「 学的 業 所 立 」との関 をさらに

け、 していく 要があると る。 

 

 

(1)「根津家 」の紹介と 上武 による 寄 

託の経 については 「 ン ー所 

根津家 目 」（ 同文書院   

15、2007 年3 月）を 。 

(2)東京同文書院については 東亜同文会 73

81 （ 会、1988 年）、保 治 「目 に

あった東京同文書院」（ 同文書院

17、2009 年）、朝鮮半島における教育 関

については 韓 「日 学校」の

（ 大学出 会、1997 年）、城津学 と

助の関係については 一「 助

と朝鮮における教育活動」（ ー ン・リ ー

チ・ ン ー年 3 、2009 年）、1920 年代の

中国人教育 関については 部 「対支文化

事業」の （ 書院、2004 年） が ら

れる。 

(3) 東亜同文書院大学 59、74 （ 会、19 

82 年）。 

(4) 生の経 から に る スに

ついては、 「東亜同文書院 の

についての一 察」（ 中国 月 761 、

2011 年7 月）を 。 

(5)「 学的 業 所 立 」。 

(6)同上。 

(7)同上。 

(8)同上。 

(9)同上。 

(10)同上。 

(11)同上。 

(12)同上。 

(13) 東亜同文会 501 。 

(14) 対支 経 助成 （ 歴 ン  

ー、 03030268300）。 

(15) 「東亜同文書院 の について 

の一 察」1、4 。なお、「 新 」

は「東亜同文書院 新 表」

74 76 （ 支 5（18）、1914 年）。  

(16) 「東亜同文書院 の について 

の一 察」10 11 。なお、 の 業  

への と東亜同文会の 政 に関する  

としては、それ れ 大正 二年二月 東亜同 

文書院 要 8 （1923 年）、 東亜同文書院大 

学 109 （ 会、1982 年）、「上 業  

所」に関する としては 1919 年8 月27 日 



120

野 東亜同文会会長より原 内 総 大 

「上 業 所 立 助 書」、同  

書 「東亜同文書院 業 所」、

「上 業 所 立 助 関ス 」（外

省 東亜同文会関係 3）、「東亜同文

会事業 要」（外 省 東亜同文会関係

4）などが られる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「 学的 業 所 立 」  

支 は の にして地中地表の

なりと も を 学的に応 し の 力を

せんと するも の の 力 せるが

め んど を して み るの にして  

に の りに ず の を して

の 力を増 せんと せ の一法として省城

に本 の 学的 業 所を 立し に日本

より 練の を派遣し 当り の省内の

に き を調 して の 業の

を立 し を支 官憲に し の 要に

応じ人と 力とを日本より し以て日支合 と

さは文化的に支 の を し所 日支親

以て支 を 国たらしむべきなり して

の事業より する所の の 分を本所に寄

せしめ き を集 して 日 の 学校

立の とさ 教育上にも 大なる 果を与ふべき

なり 

（原 は ナ文であるが、 者が

らがな文に めた） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




